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1. 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者⽀援制度の概要（令和3年度制度）
（⽇本医療機能評価機構を団体契約者とする労働災害総合保険）

(1) 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者⽀援制度の⽬的
◆医療従事者の安⼼
医療従事者が、安⼼して医療に従事できるように、業務に起因して新型コロナウイルス感染症に罹患した医
療従事者を⽀援し、その家族の経済的負担を補償する。

◆医療従事者の確保
治療にあたる医療従事者が⾃らの感染だけでなく、家族を含めた偏⾒や⾵評被害といったストレスが多い中
で、本制度による⽀援を⾏うことにより、医療従事者の確保を⽀援する。

◆医療提供体制の維持
新型コロナウイルス感染症対策における経費増、患者数の減少等の状況下で、国の補助⾦や医療団体の寄付
⾦を利⽤し事業主の負担を軽減することにより医療提供体制の維持を図る。

(2) 補償対象
政府労災保険等に加⼊している医療機関の従業員 ※公務員災害補償法等の対象とする公務員も補償対象
【加⼊できる医療機関】
⽇本国内の病院、診療所（⻭科診療所を含む）、助産所、訪問看護ステーション、介護医療院

(3) 補償内容（医療従事者1名あたり）

新型コロナウイルスに感染し、4⽇以上休業した場合に30万円、死亡した場合に500万円を給付
※政府労災保険等の療養or休業給付が認定された場合に保険⾦を⽀払う。休業⽇数の認定は政府労災保険等における決定に従う。

(4) 実質的な保険料負担額

年間保険料
1,000円

医療機関の区分 医療資格者等 左記以外

新型コロナウイルス感染症対応
医療機関

無料
※国の補助⾦と医療団体の寄付⾦充当 1,000円

上記以外の医療機関 500円
※医療団体の寄付⾦充当 1,000円
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2. 令和２年度制度の状況
(1) 加⼊施設・加⼊者数

令和2年度募集（令和2年12⽉〜令和3年3⽉開始分）の結果、17,137施設、1,149,543名の加⼊

医療機関の区分 施設数 医療資格者等 左記以外 合計

新型コロナウイルス感染症対応医療機関 6,871 834,990名 113,274名 948,264名
上記以外の医療機関 10,266 142,433名 58,846名 201,279名

合計 17,137 977,423名 172,120名 1,149,543名

(2) 医療団体からの寄付⾦・公費補助
⽇本医師会、⽇本看護協会の寄付⾦からの補助により、17,137施設・977,423名の医療資格者等に対する掛け⾦
⽀援が実現。

(3) 労災保険の請求状況（参考）令和3年９⽉30⽇現在

合計 医療従事者等

請求件数 18,637 13,637
内遺族請求
（死亡） 92 20
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今後の感染推移は不明

令和２年度制度

新規陽性者数の推移（⽇別）

※厚⽣労働省「新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等」より
「医療従事者等」とは患者の診療もしくは看護の業務、介護の業務または
研究その他の⽬的で病原体を取り扱う業務に従事する者をいいます

令和3年度制度
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3. 令和3年度制度の内容

【令和2年度制度】
① 死亡補償⼀時⾦： 500万円
② 休業補償⼀時⾦（4⽇以上休業）：20万円
※感染症の範囲：新型コロナウイルス感染症
※②は労災（休業給付）認定が要件

【令和3年度制度】
① 死亡補償⼀時⾦： 500万円
② 休業補償⼀時⾦（4⽇以上休業）：30万円

※感染症の範囲：新型コロナウイルス感染症＋
1類〜3類感染症、指定感染症

※②は労災（療養給付or休業給付）認定が要件

【改定のポイント】
① 休業補償⼀時⾦の増額

20万円→30万円へと増額
② 補償対象となる感染症の範囲拡⼤

新型コロナウイルス感染症→新型コロナウイルス感染症＋感染症法1類〜3類感染症＋指定感染症(未知の感染症への備え)
③ より早いタイミングでの保険⾦請求を実現

労災（休業給付）認定時点で請求可能→労災（療養給付or休業給付）認定時点で請求可能

医療機関の区分 医療資格者等 左記以外
新型コロナウイルス感染症対応
医療機関

無料
※国の補助⾦と医療団体の寄付⾦充当 1,000円

上記以外の医療機関 500円
※医療団体の寄付⾦充当 1,000円

(3) 実質的な保険料負担額（変更なし）

(2) 補償内容（補償の拡⼤）

年間保険料
1,000円
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(1) 加⼊対象医療施設
継続を希望する医療機関（17,137施設）＋新たに加⼊を希望する医療機関

(4) 保険期間（補償期間） 令和3年12⽉1⽇から令和4年3⽉1⽇の各保険始期以降1年間



医療機関は、制度運営機関を契約者とする保険に加⼊し、国の補助⾦や医療団体からの寄付⾦を利⽤するこ
とにより、負担しやすい保険料で、医療機関に勤務する医療従事者が業務に起因して新型コロナウイルス感
染症に罹患した場合に休業補償を、また、万⼀死亡した場合には死亡補償を⾏うことができます。
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新型コロナ協⼒
医療機関

（国の上乗せ⽀援事業
対象）

それ以外の医療機関

加⼊・補助⾦申請依頼
（補助⾦・寄付⾦⼀部充

当）

加⼊
（寄付⾦⼀部充当）

補助⾦申請

参考資料



医療資格者等の労災給付の上乗せを⾏う医療機関等への補助
（令和3年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加⼊⽀援事業補助⾦）

事業⽬的

事業内容

○ 新型コロナへの対応を⾏う医療機関等において、勤務する医療資格者等が感染した際の労災給付の上乗せ補償を⾏う
⺠間保険に加⼊した場合に、保険料の⼀部を補助することにより、医療資格者等の収⼊⾯の不安等を解消して離職防⽌
等につなげ、新型コロナ対応医療機関等の運営の安定を図る。
※ ｢令和2年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加⼊⽀援事業補助⾦｣による補助を受けた医療機関等は、同じ保険契約

に重複して補助を受けることはできませんが、令和3年4⽉1⽇から令和4年3⽉31⽇までの間に、新たに契約を締結し、契約の始期がある保険契約の
年間の保険料について本補助⾦の申請が可能。

〔対象医療機関等〕都道府県等の要請を受けて新型コロナへの対応を⾏う次の保険医療機関等
① 重点医療機関、協⼒医療機関その他の都道府県が新型コロナ患者･疑い患者の⼊院受⼊れを割り当てた医療機関
② 帰国者･接触者外来、地域外来･検査センター、診療･検査医療機関(仮称)
③ 宿泊療養･⾃宅療養の新型コロナ患者に対するフォローアップ業務、受⼊施設での対応等に従事する医療資格者

等が勤務する医療機関等（③の場合、補助対象は、当該フォローアップ業務、受⼊施設での対応等に従事する医療資格者等）
④ 地域外来･検査センターに出務する医療資格者等が勤務する医療機関等（④の場合、補助対象は、地域外来･検査センターに

出務する医療資格者等）
※ 医療機関の事務の簡素化のため、国への補助⾦の申請や保険契約の申込等を委託することも可能。

〔対象者〕勤務する医療資格者等
〔補助基準額〕年間の保険料の⼀部（2分の1）、1⼈あたり1,000円を上限
〔対象となる労災給付上乗せ補償保険〕

以下のアを満たす⺠間保険（ア及びイを満たすものを含む。）
※ 令和3年4⽉1⽇から令和4年3⽉31⽇までの間に、契約を締結し、契約の始期があるもの。

ア 休業補償：被⽤者が業務において新型コロナウイルス感染症に罹患して休業し、労働基準監督署の労災認定を受
けた場合に、労災給付の上乗せ補償を⾏う保険

イ 死亡補償⼜は障害補償：被⽤者が業務において新型コロナウイルス感染症に罹患して死亡し、⼜は障害が残り、
労働基準監督署の労災認定を受けた場合に、死亡補償⾦⼜は障害補償⾦を給付する保険

国による直接執行
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